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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年６月27日に提出いたしました第40期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)の記載事項の一部に

誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

(1) 連結経営指標等 

５ 従業員の状況 

(1) 連結会社の状況 

第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(7) ストックオプション制度の内容 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

(1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 

② 内部統制システムの整備の状況 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

２ 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

  重要な会計方針 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

(訂正前) 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成15年３月期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準

第２号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計

基準適用指針第4号)を適用しております。 

３ 第36期は潜在株式調整後1株当たり当期純利益、自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失を計上している

ため記載しておりません。 

４ 第37期は潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、調整計算の結果、1株当たり当期純利益が希薄化しないため、

記載しておりません。 

  

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 9,826,041 11,519,865 12,420,306 14,216,919 18,203,103

経常利益 (千円) 118,518 724,113 1,040,350 2,014,384 3,477,410

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) △1,800,061 413,621 650,121 1,495,186 2,106,600

純資産額 (千円) 4,415,161 4,655,054 6,279,282 7,695,014 12,615,865

総資産額 (千円) 13,298,402 12,985,505 14,328,360 16,607,976 19,658,494

１株当たり純資産額 (円) 499.05 531.78 647.25 790.81 1,139.03

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △204.18 44.79 73.91 152.92 202.92

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 73.24 142.10 189.08

自己資本比率 (％) 33.2 35.8 43.8 46.3 64.2

自己資本利益率 (％) ― 9.1 11.9 21.4 20.7

株価収益率 (倍) ― 10.5 19.1 12.1 23.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,536,045 1,716,144 1,804,426 2,615,051 3,211,207

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △1,625,611 △1,308,117 △1,329,049 △1,922,335 △2,119,540

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 937,388 △483,462 636,179 83,025 △682,877

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 1,757,807 1,629,572 2,643,932 3,423,409 3,976,598

従業員数 (名) 1,825 2,180 3,369 3,936 4,684



(訂正後) 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成15年３月期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準

第２号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計

基準適用指針第4号)を適用しております。 

３ 第36期は潜在株式調整後1株当たり当期純利益、自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失を計上している

ため記載しておりません。 

４ 第37期は潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、調整計算の結果、1株当たり当期純利益が希薄化しないため、

記載しておりません。 

５ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均人員(１日８時間換算)であります。 

６ 臨時従業員には、季節工及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

  

  

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 9,826,041 11,519,865 12,420,306 14,216,919 18,203,103

経常利益 (千円) 118,518 724,113 1,040,350 2,014,384 3,477,410

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) △1,800,061 413,621 650,121 1,495,186 2,106,600

純資産額 (千円) 4,415,161 4,655,054 6,279,282 7,695,014 12,615,865

総資産額 (千円) 13,298,402 12,985,505 14,328,360 16,607,976 19,658,494

１株当たり純資産額 (円) 499.05 531.78 647.25 790.81 1,139.03

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △204.18 44.79 73.91 152.92 202.92

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 73.24 142.10 189.08

自己資本比率 (％) 33.2 35.8 43.8 46.3 64.2

自己資本利益率 (％) ― 9.1 11.9 21.4 20.7

株価収益率 (倍) ― 10.5 19.1 12.1 23.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,536,045 1,716,144 1,804,426 2,615,051 3,211,207

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △1,625,611 △1,308,117 △1,329,049 △1,922,335 △2,119,540

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 937,388 △483,462 636,179 83,025 △682,877

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 1,757,807 1,629,572 2,643,932 3,423,409 3,976,598

従業員数 (名) 1,825 2,180 3,369 3,936 
4,684

（2,440）



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(訂正前) 

(注) １ 従業員は就業人員であります。 

   ２ 従業員数には嘱託9名が含まれております。 

   ３ 従業員が前年度末にくらべ748名増加しておりますが、主として上海意力速電子工業有限公司の生産能力増加に伴うもの

であります。 

   ４ 当社グループは単一ゼグメントに属するコネクタの製造、販売を行っているため、事業の種類別セグメントに基づく記載

を省略しております。 

  

(訂正後) 

(注) １ 従業員は就業人員であります。 

   ２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均人員(１日８時間換算)であります。 

   ３ 臨時従業員には、季節工及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

   ４ 従業員が前年度末にくらべ748名増加しておりますが、主として上海意力速電子工業有限公司の生産能力増加に伴うもの

であります。 

   ５ 当社グループは単一ゼグメントに属するコネクタの製造、販売を行っているため、事業の種類別セグメントに基づく記載

を省略しております。 

  

事業の種類別の名称 従業員数(名)

コネクタ事業 4,684

事業の種類別の名称 従業員数(名)

コネクタ事業 4,684(2,440)



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

(訂正前) 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法による

ものであります。 

当該制度の内容は、つぎのとおりであります。 

(平成16年６月25日定時株主総会決議) 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月25日の第38回定時株主総会の終結をもって

新株予約権を発行することを、平成16年６月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

  

(注) 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し調整により

生ずる１円未満の端数は切上げる。 

  

  

   また、当社が時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使の場合は除く)を行

う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切上げる。 

  

議決年月日 平成16年６月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役４
従業員80 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株） 109,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,900 （注)

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日～平成21年６月30日

新株予約権の行使の条件 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、顧問、

又は従業員であることを要する。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な事由のある場合は

この限りではない。 

・新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとす

る。 

・新株予約権の一部行使は認められない。 

・この他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１

分割・併合の比率

      
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価

既発行株式数＋新規発行株式数



   上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の

処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「１株当たり払込金額」を「１株当たりの処分価

額」に読み替えるものとする。 

   上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価

額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。 

   平成18年６月27日現在におきましては、付与対象者は退職により7名減少し84名であり、新株発行予定数は8,000株失効し、

109,000株であります。 

  

(訂正後) 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法による

ものであります。 

当該制度の内容は、つぎのとおりであります。 

(平成16年６月25日定時株主総会決議) 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月25日の第38回定時株主総会の終結をもって

新株予約権を発行することを、平成16年６月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

  

(注) 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し調整により

生ずる１円未満の端数は切上げる。 

  

  

   また、当社が時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使の場合は除く)を行

う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切上げる。 

議決年月日 平成16年６月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役４
従業員87 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株） 117,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,900 （注)

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日～平成21年６月30日

新株予約権の行使の条件 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、顧問、

又は従業員であることを要する。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な事由のある場合は

この限りではない。 

・新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとす

る。 

・新株予約権の一部行使は認められない。 

・この他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１

分割・併合の比率



  

  

   上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の

処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「１株当たり払込金額」を「１株当たりの処分価

額」に読み替えるものとする。 

   上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価

額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。 

   平成18年６月27日現在におきましては、付与対象者のうち7名が退職し、8,000株分の新株予約権の権利行使ができない状態

にあります。 

  

      
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価

既発行株式数＋新規発行株式数



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 

② 内部統制システムの整備の状況 

(訂正前) 

当社は、監査室が内部監査を担当し、内部牽制の充実を図っております。監査室は内部監査規程に基づいて監査計画を策定

し、代表取締役の承認を得て、本社各部門、事業所及び営業所の業務監査を中心に行っております。監査内容は、規程の遵守

状況、資産・負債の実在性等であります。またリスク管理については、各部門が日常業務の中で自らの責任においてリスクの

管理及びその顕在化の未然防止に努めており、監査室が各部門から抽出されたリスクも包括的に確認、評価をしております。 

  

(訂正後) 

当社は、担当者１名で構成された監査室が内部監査を担当し、内部牽制の充実を図っております。監査室は内部監査規程に

基づいて監査計画を策定し、代表取締役の承認を得て、本社各部門、事業所及び営業所の業務監査を中心に行っております。

監査内容は、規程の遵守状況、資産・負債の実在性等であります。またリスク管理については、各部門が日常業務の中で自ら

の責任においてリスクの管理及びその顕在化の未然防止に努めており、監査室が各部門から抽出されたリスクも包括的に確

認、評価をしております。 

なお、監査役とは、定期的な会合を設け、情報・意見交換、相互の連携により内部監査を実施し、監査役を通し、会計監査

人から会計及び会計に係る内部統制についての報告を受けております。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満た

す為替予約及び通貨オプション並

びに通貨スワップについては振当

処理を、特例処理の要件を満たす

金利スワップは特例処理を採用し

ております。 

イ ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす金利スワ

ップは特例処理を採用しておりま

す。 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：為替予約 

通貨オプション 

通貨スワップ 

金利スワップ 

  ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務

及び外貨建予定取引

社債及び借入金 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：金利スワップ 

  

  

  

  ヘッジ対象：借入金 

  

  ハ ヘッジ方針 

  主要なリスクである外貨建金銭債

権債務等の為替リスクに対して当

社の内部規定である「為替リスク

管理規定」に基づき、ヘッジ取引

を利用しております。 

  又、社債発行及び借入に伴うキャ

ッシュ・フローを確定させること

を目的にヘッジ取引を利用してお

ります。 

ハ ヘッジ方針 

  借入に伴うキャッシュ・フローを

確定させることを目的にヘッジ取

引を利用しております。 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約等の締結時にリスク管理

方針に従って米貨建による同一金

額、同一期日の為替予約等をそれ

ぞれ振当てているため、その後為

替相場の変動による相関関係は完

全に確保されており、その判定を

もって有効性の判定に代えており

ます。又、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

  

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省

略しております。 



（訂正後） 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満た

す為替予約及び通貨オプション並

びに通貨スワップについては振当

処理を、特例処理の要件を満たす

金利スワップは特例処理を採用し

ております。 

イ ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満た

す為替予約については振当処理

を、特例処理の要件を満たす金利

スワップは特例処理を採用してお

ります。 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：為替予約 

通貨オプション 

通貨スワップ 

金利スワップ 

  ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務

及び外貨建予定取引

社債及び借入金 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：為替予約 

        金利スワップ 

  

  

  ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務

及び借入金 

  ハ ヘッジ方針 

  主要なリスクである外貨建金銭債

権債務等の為替リスクに対して当

社の内部規定である「為替リスク

管理規定」に基づき、ヘッジ取引

を利用しております。 

  又、社債発行及び借入に伴うキャ

ッシュ・フローを確定させること

を目的にヘッジ取引を利用してお

ります。 

ハ ヘッジ方針 

  主要なリスクである外貨建金銭債

権債務等の為替リスクに対して当

社の内部規程である「為替管理規

程」に基づき、ヘッジ取引を利用

しております。 

  又、借入に伴うキャッシュ・フロ

ーを確定させることを目的にヘッ

ジ取引を利用しております。 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約等の締結時にリスク管理

方針に従って米貨建による同一金

額、同一期日の為替予約等をそれ

ぞれ振当てているため、その後為

替相場の変動による相関関係は完

全に確保されており、その判定を

もって有効性の判定に代えており

ます。又、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

  

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

       同左 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

重要な会計方針 

(訂正前) 

  

(訂正後) 

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産…定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

  建物     30～60年 

  機械装置   ６～８年 

  工具器具備品 ２～15年 

有形固定資産…定率法 

ただし平成17年４月以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）につい

ては、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

  建物     30～60年 

  機械装置   ６～８年 

  工具器具備品 ２～15年 

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産…定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

  建物     30～60年 

  機械装置   ６～８年 

  工具器具備品 ２～15年 

有形固定資産…定率法 

ただし平成17年４月以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）につい

ては、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

  建物     30～60年 

  機械装置   ６～10年 

  工具器具備品 ２～15年 
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